
1

「東京都がん対策推進計画（第三次改定）」の構成について
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章 章タイトル 主な内容

第１章 計画改定にあたって

・都におけるがんの状況（死者数・罹患者数等）
・国のがん対策
・都のがん対策計画の変遷
・第２期改定計画の位置づけと計画期間
・進行管理及び改定（協議会の開催と進捗状況評価）

第２章 がんを取り巻く現状

１ 東京都のがんの状況
（罹患・死亡等、年齢調整死亡率の推移、全国との比較、推計患者数の推移）
２ 東京都のがん医療における地域特性
（高度・大規模な医療機関の集積、二次保健医療圏を超える患者の受療動向、小児がん医療）

第３章 全体目標と基本方針

全体目標「がん患者を含めた都民が、がんを知り、がんの克服を目指す」
目標１「科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」
目標２「患者本位のがん医療の実現」
目標３「尊厳を持って安心して暮らせる地域共生社会の構築」

第４章 分野別施策

Ⅰ 一次予防
Ⅱ 二次予防
Ⅲ 医療提供体制
Ⅳ 緩和ケア
Ⅴ 相談支援・情報提供
Ⅵ ライフステージ （Ⅲ～Ⅴの分野のうち、特定のライフステージに関わる内容を記載（再掲含む））
Ⅶ がんとの共生 （Ⅲ～Ⅴ及びⅧの取組により実現を目指す理念を記載（具体的取組はほぼ記載なし））
Ⅷ 基盤づくり

第５章 計画推進のために 各関係主体の役割分担

現行計画の全体構成
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全体構成の再検討

◆現行計画の課題
①分野別施策が８つに細分化されており、「予防」「医療」「共生」の３つの目標との関係性が明確ではない

②特に「がんとの共生」が「予防」や「医療」を含めた各分野の施策と「施策を支える基盤づくり」を通して実現を目指すものと
なっており、取組と目標の関係性が明確ではない

③基本的に分野別にパートが分けられている中で、「ライフステージ」という分野横断的なパートが存在

◆次期計画における全体構成の検討の方向性（案）
①目標は「予防」「医療」「共生」とし、これに「基盤の整備」を加えた４分野を単位として施策を整理する

②「ライフステージに応じたがん対策」は分野の１つとしては位置付けず、
「医療」及び「共生」それぞれの分野において、ライフステージに応じた必要な施策を記載する

③「共生」は、予防や医療も含めた全ての取組を通して実現されるものではなく、目標及び分野として位置付ける

Ⅰ 一次予防
Ⅱ 二次予防
Ⅲ 医療提供体制
Ⅳ 緩和ケア
Ⅴ 相談支援・情報提供
Ⅵ ライフステージ
Ⅶ がんとの共生
Ⅷ 基盤づくり

現行計画の「分野別施策」

Ⅰ がん予防（一次予防・二次予防）
Ⅱ がん医療（医療提供体制、緩和ケア等）
Ⅲ がんとの共生（相談支援・情報提供、社会的な問題への対応、療養環境の整備等）
Ⅳ 基盤づくり

次期計画の「分野別施策」構成（イメージ）
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次期計画の「分野別施策」パートの項目及び主な記載事項（イメージ）

分野 大項目 中項目 主な記載項目

Ⅰ 予防

１ がんの予防（一次予防）
（１）生活習慣、生活環境 喫煙・受動喫煙、食生活・身体活動量 等

（２）感染症 肝炎ウイルス、HPV、HTLV-1、ヘリコバクター・ピロリ 等

２ がん検診（二次予防）
（１）検診受診率向上 関係機関支援、検診受診に関する普及啓発

（２）精度管理 科学的根拠に基づく検診実施、精密検査受診率向上、関係機関支援

Ⅱ 医療

１ がん医療提供の充実
（１）がん医療提供体制の充実 拠点病院における医療提供（均てん化と集約化、チーム医療、意思決定支援を含む）、在宅医療 等

（２）その他の医療提供 がんゲノム医療、支持療法、がんリハビリテーション 等

２ 緩和ケア提供の充実

（１）緩和ケア提供体制の充実 拠点病院における取組、緩和ケア病棟、拠点病院と地域の連携、在宅緩和ケア 等

（２）人材育成 緩和ケア研修会、その他人材育成に係る取組

（３）正しい理解の普及啓発

３ ライフステージに応じた
医療提供

（１）小児・AYA世代
（小児）医療提供体制の充実・連携の強化、在宅医療を担う人材育成
（AYA）医療提供体制の整備
（共通）長期フォローアップ・移行期支援、妊孕性温存療法

（２）高齢者 在宅医療との連携、介護従事者に対する医療や緩和ケアに関する研修の実施、意思決定支援

Ⅲ
共生

１ 相談支援の充実 がん相談支援センター、患者団体・患者支援団体、ピアサポート、患者サロン、各種相談窓口の連携 等

２ 情報提供の充実

３ 社会的な問題への対応
（１）仕事と治療の両立支援 新規就労の支援、就労継続の支援、企業や都民の理解促進 等

（２）就労以外の社会的問題 アピアランスケア、自殺対策 等

４ ライフステージに応じた
患者支援

（１）小児・AYA世代
（小児）相談支援の質の均てん化、小児がん相談窓口の周知
（AYA）相談支援の充実、在宅療養環境の改善
（共通）妊孕性温存療法（意思決定支援等）、きょうだい支援、病院内教育体制の充実・強化

（２）高齢者 （※現時点では記載事項の想定なし）

Ⅳ
基盤づくり

１ がん登録 院内がん登録、全国がん登録

２ がん研究

３ 正しい理解の促進 学校におけるがん教育、あらゆる世代へのがん教育

４ 患者・市民参画の推進
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（参考）
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